
財政局　令和８年度　局運営方針

１　主な現状と課題

（１）健全財政の維持に向けた取組

（２）市税収入の確保

　国の『月例経済報告』（令和7年12月）によると、日本経済の先行きについて
は、「雇用・所得環境の改善や各種政策の効果が緩やかな回復を支えることが期
待されるが、米国の通商政策の影響による景気の下振れリスクには留意が必要で
ある。」とあり、加えて、「物価上昇の継続が個人消費に及ぼす影響なども、我
が国の景気を下押しするリスクとなっている。また、金融資本市場の変動等の影
響に引き続き注意する必要がある。」とされ、依然として予断を許さない状況に
あると考えられます。
　本市では、健全財政を維持しながら、総合振興計画に掲げられた事業を着実に
進めるため、安定した財政運営の基礎となる市税の収納率向上や市有財産の有効
活用等による、更なる自主財源の確保が喫緊の課題となっています。

　健全な財政運営には、歳入予算の大きなウエイトを占める市税収入の確保が不
可欠であり、また、税負担の公平性確保の観点からも、適正な賦課を行うととも
に、徴収対策や滞納事案の見極め等の債権管理を適切に行うなど、賦課徴収一丸
となって収納率向上を図る必要があります。

　本市の財政は、中長期的には歳入面で、基幹的な歳入である市税収入につい
て、転入人口や個人所得の増加等による増加が見込まれるものの、生産年齢人口
の減少に伴う影響に留意する必要があります。
　一方、歳出面では、人件費や扶助費を中心とした義務的経費の増加のほか、学
校施設を始めとする公共施設の老朽化対策や未来に向けた投資に伴う普通建設事
業費の増加等、多くの財政需要を抱えています。また、物価・資材価格の高騰や
賃上げ等による事業費変動や金利上昇による利払費増加の懸念など、持続可能で
規律ある財政運営を行う上で大きな課題に直面しております。
　これらに加え、物価高を始めとする社会経済情勢等の変化に十分留意しなが
ら、子ども・子育て施策の充実や高齢者人口の増加を踏まえた社会保障施策への
対応、ゼロカーボンシティの実現に向けた脱炭素の加速化、ＤＸへの取組など、
多様化・複雑化する行政課題についても取り組んでいく必要があります。
　こうしたことから、総合振興計画に基づく行財政改革を迅速かつ強力に前進さ
せることはもとより、既存事業全般にわたりこれまで以上にＰＤＣＡサイクルに
基づく大胆な見直しと優先順位付けを徹底し、創意工夫による経費節減等を行
い、限られた財源を効率的・効果的に活用することで、これらの課題に対応しな
がら財政の健全性を維持し、将来世代に過度の負担を先送りしない持続可能で規
律ある財政運営を進める必要があります。

歳 入

7,160億円 ①市税(44.2％)
3,161億5,800万3千円

○その他(3.9％)
280億2,113万3千円

⑩地方特例交付金(0.8％)
54億1,700万円

⑨使用料及び手数料(1.1％)
82億3,273万3千円

⑧地方交付税(1.9％)
134億円⑦繰入金(4.0％)

285億510万1千円

⑥諸収入(4.9％)
348億8,590万4千円

⑤地方消費税交付金(5.1％)
367億7,400万円

④県支出金(5.8％)
418億3,439万6千円

③市債(7.5％)
536億2,830万円

②国庫支出金(20.8％)
1,491億4,343万円
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（３）税務行政におけるデジタル技術の活用及び適正かつ公平な賦課徴収の実現

（４）公有財産の適正な管理運営と利活用・公共施設マネジメントの推進

（５）公共施設等における照明設備のＬＥＤ化

（６）適正な入札及び契約手続等

（７）カスタマーハラスメント対策基本方針に基づく対策の推進

　デジタル技術を有効に活用し、市民の利便性の向上を図るとともに、業務の効
率性を高め、困難事案や専門性の高い事案に注力し、適正かつ公平な賦課徴収を
実現する必要があります。

　カスタマーハラスメント対策基本方針に基づき、業務の公正かつ適正な執行の
確保及び職員への不当な圧力や要求等を排除するため、本庁舎及び浦和区役所に
おいて通話録音装置を導入し、対策を講じる必要があります。

　入札及び契約手続における公正性、競争性、透明性の確保に努めるとともに、
将来にわたる公共工事の品質確保とその担い手の中長期的な育成及び確保に向
け、予定価格の適正な設定、ダンピング受注の防止、計画的な発注、施工時期の
平準化、適正な工期設定等について適切に実施していく必要があります。
　また、契約手続のＤＸ化を推進するため、建設工事、設計・調査・測量、土木
施設維持管理に加え、物品購入等及び業務委託契約について、埼玉県電子入札共
同システムを利用した電子入札を実施し、あわせて、これまで書面で取り交わし
ていた契約書の代わりに、書類の受渡による受注者の来庁、契約書の印刷製本作
業、印紙代が不要となる電子契約の導入を推進する必要があります。

　令和5年11月に開催された「水銀に関する水俣条約 第５回締約国会議」におい
て、一般照明用の蛍光ランプの製造・輸出入が、2027（令和9）年までに段階的に
廃止することが決定されました。
　公共施設等における照明設備の令和10年以降の市民サービスに支障を来すこと
がないよう、「公共施設等における照明設備のＬＥＤ化対応方針」に基づき、全
庁的にＬＥＤ化を推進する必要があります。

　公有財産の適正な管理運営を行うとともに、自主財源の確保や最適な事業手法
による効果的な未利用資産の利活用を推進する必要があります。
　また、「公共施設マネジメント計画・第２次アクションプラン」に基づき、計
画的に公共施設の改修、更新や長寿命化等に取り組むとともに、複合化や公民連
携等による効率的、効果的な公共施設マネジメントを推進する必要があります。

（単位：％）
区分 R4 R5 R6 R7 R8

現年課税分 99.4 99.5 99.5 99.4 99.4
滞納繰越分 32.2 32.4 36.5 35.9 37.3

合計 98.3 98.5 98.7 98.7 98.8
※令和6年度以前は決算。令和7年度は決算見込。令和8年度は目標。

＜市税収納率の推移＞
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２　基本方針・区分別主要事業

（１）健全財政の維持に向けた取組
*( )内は一般財源 (単位：千円)

事業名 掲 載
〔事業所管課〕 ページ

1 拡大 632,894 609,355 Ⅱ-56
総振 (632,894) (609,355)

〔財政課〕

（２）市税収入の確保
*( )内は一般財源 (単位：千円)

事業名 掲 載
〔事業所管課〕 ページ

2 総振 60,935 57,847 Ⅱ-65
(44,952) (20,316)

〔収納対策課〕

3 総振 110,467 114,813 Ⅱ-65
(110,467) (69,971)

〔収納対策課〕

4 総振 45,778 47,494 Ⅱ-65
(8,743) (24,491)

〔収納対策課〕

（３）税務行政におけるデジタル技術の活用及び適正かつ公平な賦課徴収の実現
*( )内は一般財源 (単位：千円)

事業名 掲 載
〔事業所管課〕 ページ

5 拡大 140,140 112,962 Ⅱ-62
総振 (140,140) (112,962)

〔税制課〕

6 総振 標準化に向けた業務改革 1,286 1,286 Ⅱ-62
〔税制課〕 (1,286) (1,286)

収納管理及び市税収納、滞
納システムの運用管理

納税コールセンターの運営
管理

地方税ポータルシステム管
理業務

口座振替、スマートフォン決済及び地方税共通
納税システムを利用した電子納税を推進しま
す。また、市税収納、滞納システムの適切な運
用管理を行います。

市民からの納税に関する問合せへの応答及び納
税の呼びかけ業務を実施する納税コールセン
ターを運営します。

インターネットを利用した地方税の申告・届
出・納税手続や、所得等に関するデータの受信
を行う地方税ポータルシステム連携環境につい
て再構築及び機器更改を行います。

自治体情報システムの標準化に向け、ＲＰＡ技
術を活用した業務改革及び既存システムのデー
タの整備を行います。

説明令和８年度 令和７年度№ 区分

　局長マネジメントを発揮して、既存事業全般にわたりこれまで以上にＰＤＣＡサイクルに基づく大胆な見直しと優
先順位付けの徹底により、財政の健全性維持に向けた予算編成を強化するとともに、予算や契約、税務などの管理事
務のより一層の効率化・適正化を図ることにより、限りある財源を有効かつ効果的に活用して事務執行を行います。
　また、個人版ふるさと納税の更なる拡大や未利用資産の活用、公共施設のＬＥＤ化、カスタマーハラスメント対策
基本方針に基づく対策を推進するほか、劣化度調査等を踏まえた計画的な公共施設の改修等に取り組み、効率的かつ
効果的な公共施設マネジメントを推進します。
　入札及び契約手続における公正性、競争性、透明性の確保に努めるとともに、入札手続等の電子化を推進します。

市内事業者の協力を得て、返礼品を更に拡充
し、寄附金の受入拡大を目指します。

市税等及び国民健康保険税に係る収納対策の企
画立案を行います。また、北部及び南部市税事
務所の徴収事業に係る支援、指導及び調整を行
います。

№ 区分 説明令和８年度 令和７年度

令和８年度 令和７年度№ 区分

個人版ふるさと納税の受入
拡大

市税等及び国民健康保険税
に係る収納対策の推進

説明

〔区分〕新規：新規事業　拡大：拡大事業　総振：総合振興計画実施計画事業
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（４）公有財産の適正な管理運営と利活用・公共施設マネジメントの推進
*( )内は一般財源 (単位：千円)

事業名 掲 載
〔事業所管課〕 ページ

7 新規 10,930 0 Ⅱ-59
総振 (0) (0)

〔資産経営課〕

8 拡大 273 177 Ⅱ-59
総振 (0) (0)

〔資産経営課〕

（５）公共施設等における照明設備のＬＥＤ化
*( )内は一般財源 (単位：千円)

事業名 掲 載
〔事業所管課〕 ページ

9 新規 10,679 0 Ⅱ-59
　 (0) (0)

〔資産経営課〕

（６）適正な入札及び契約手続等
*( )内は一般財源 (単位：千円)

事業名 掲 載
〔事業所管課〕 ページ

10 1,489 612 Ⅱ-57
(0) (0)

〔契約課〕

11 拡大 21,603 16,276 Ⅱ-58
(0) (0)

〔調達課〕

（７）カスタマーハラスメント対策基本方針に基づく対策の推進
*( )内は一般財源 (単位：千円)

事業名 掲 載
〔事業所管課〕 ページ

12 新規 カスタマーハラスメント対 42,095 0 Ⅱ-60
総振 策基本方針に基づく通話録 (42,095) (0)

音装置の導入拡大
〔庁舎管理課〕

契約事務を効率化するため、電子入札システム
による入札手続を行います。

公共施設マネジメントの推
進

電子契約の導入、入札制度
の調査・研究

未利用資産の適正化に向けてサウンディング調
査等を行い、ＰＰＰによる事業手法の検討とと
もに、他自治体事例の調査研究を行います。

将来世代に安心・安全な公共施設を引き継いで
いくため、「さいたま市公共施設マネジメント
計画・第２次アクションプラン」に基づき、公
共施設の計画的な改修や建替えを推進します。

入札手続のＤＸ化を推進するため、電子契約の
導入を推進します。また、公正性、競争性及び
透明性の向上を図り、社会情勢に応じた入札制
度及び総合評価方式の調査等を行います。

令和８年度 令和７年度 説明

令和８年度 令和７年度

№ 区分

№ 区分

公民連携（ＰＰＰ）による
未利用資産の活用推進

カスタマーハラスメント対策基本方針に基づ
き、業務の公正かつ適正な執行の確保及び職員
への不当な圧力や要求等の排除のため、本庁舎
及び浦和区役所に通話録音装置を導入します。

№ 区分 令和８年度 令和７年度 説明

№ 区分 令和８年度 令和７年度 説明

説明

蛍光灯製造中止によるＬＥ
Ｄ照明への更新

一般照明用の蛍光ランプの製造・輸出入が令和9
年12月末までに段階的に廃止されるため、自治
会館等をＬＥＤ照明へ更新します。

物品購入等・業務委託契約
の入札手続等の電子化運用

〔区分〕新規：新規事業　拡大：拡大事業　総振：総合振興計画実施計画事業
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３　脱炭素化に資する主な取組一覧

（単位：kg-CO2）

課名等 事業名 取組の内容 CO2削減量

調達課
電子入札システムに
よる紙の削減

電子入札システムを活用して、紙の使用枚数を削減する
ことにより、温室効果ガスの削減に努めます。

9.8

資産経営課
所管する公共施設の
ＬＥＤ化

所管する公共施設の照明について、ＬＥＤ照明に切り替
えることにより、温室効果ガスの削減に努めます。

33,194.9

庁舎管理課
桜環境センターのグ
リーン電力活用

さいたま市役所本庁舎において、桜環境センターで発電
されたグリーン電力を活用することにより、温室効果ガ
スの削減に努めます。

1,202,166.0

税制課
市税のしおり（紙面
印刷用）の廃止

冊子の市税のしおりを廃止し、窓口で希望があった際に
ホームページ用を印刷する形にすることにより、温室効
果ガスの削減に努めます。

42.9

法人課税課 テレワークの推進
テレワークを推進することにより、通勤にかかる温室効
果ガスの削減に努めます。

13.6

納税課
課内会議のペーパー
レス化

課内会議をペーパーレスで実施することにより、温室効
果ガスの削減に努めます。

25.7
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４　見直し事業一覧

（単位：千円）

事務事業名 主な事業 主な見直しの理由及び内容 見直し額

物品購入等・業務委
託契約事務事業

物品等における入札
手続の電子化

入札会場の使用料について、入札手続を電子化し、予算
額を削減する。

△ 47

工事検査事業 工事検査
工事成績評定システムソフトウェア保守業務について、
作業の効率化により工数を削減し、予算額を縮小する。

△ 9

庁舎管理事業 本庁舎の維持管理
水道使用料について、過去の実績を踏まえ積算を見直
し、予算額を縮小する。

△ 86

庁用自動車等管理事
業

庁用自動車の維持管
理

在庫状況を勘案し、購入物品数を削減し、予算額を縮小
する。

△ 86

税務管理事業 市税の窓口等の管理
Ｗｅｂ会議システムの構成を見直し、独自端末の調達を
廃止する。

△ 2,451

税務管理事業
地方税に関する調
査・要望その他

電子化推進のため、プリンタ―のトナー等の必要数量を
見直し、予算額を縮小する。

△ 122

個人市民税賦課事業 個人市民税賦課 申告会場受付体制を見直し、予算額を縮小する。 △ 592

固定資産税及び都市
計画税賦課事業

固定資産税及び都市
計画税賦課

印刷製本費の必要数量の見直しにより、予算額を縮小す
る。

△ 38

収納対策事業
市税等及び国民健康
保険税に係る収納対
策の推進

公用車の燃料費を見直し、予算額を縮小する。 △ 48
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